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教育無償化をすすめ奨学金制度の充実を求める意見書 

日本国憲法第２６条は、すべての国民に「その能力に応じて、等しく教育を
受ける権利」を保障しており、教育基本法第４条は、「経済的理由によって就
学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」と規定していま
す。 
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困
難がある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨
学金と年３％を上限とする利息付の第二種奨学金があります。平成２４年度の
貸付実績は、第一種が約４０万２，０００人、第二種が約９１万７，０００人
となっています。 
しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加する
なか、長引く不況や就職難などから、大学を卒業しても奨学金の返還ができず
に生活に苦しむ若者が急増しており、平成２４年度の返還滞納者数は約３３万
４，０００人、期限を過ぎた未返還額は過去最高の約９２５億円となっていま
す。 
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、
減額返還などの制度を設けていますが、これら救済制度は要件が厳しく、様々
な制限があることに対して問題点が指摘されています。 
就職難や低賃金の不安定・非正規雇用が広がる日本の社会経済状況のもと、
高金利の貸与型奨学金の返済を遅延すれば「ブラックリスト」化され、卒業後
の人生にも大きな支障をきたす結果となっています。貸与型奨学金を利用しな
い理由として「将来の返済が不安」と答えた学生が３分の１に上っているとい
う統計もあります。 
よって、政府においては、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかか
わらず、安心して学業に専念できる環境を作るため、下記の事項について強く
要望します。 

記 
１ 教育予算を拡充し、全ての教育段階で無償化をめざすこと。 
２ 高校生を対象とした給付型奨学金制度は拡充を行い、大学生などを対象と
した給付型奨学金制度を早期に創設すること。 

３ オーストラリアで実施されているような収入が一定額を超えた場合に、所
得額に応じた返還額を、課税システムを通じて返還ができる所得連動返還
型の奨学金制度を創設すること。 

４ 授業料減免を充実させるとともに無利子奨学金をより一層充実させること。 
５ 海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため、官民が協力し
た海外留学支援を着実に実施すること。 
以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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